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！日告白百は準備書面の例による。

号証 襟 白 原 作成 立証趣旨、

（作成者等） ． 年月日

写

乙第284号証 令平日4年度原子力規制 写 R4. 6. 8 原子力規制委員会が、「審査実績

委員会第 15回会議 を踏まえた規制基準等の記載の具

議事録 体化・表現の改善」の取紐の一環

（原子力規制委員会） として、地質審査ガイド及び地震

動審査ガイドの一部改正を行った

こと

乙第285号証 基準地震動等審査ガイ 写 R4. 6. 8 地震動審査ガイドの一部改正にお

ドの改正（令和4年度 いて、本件ぱらつき条項に係る記

原子力規制委員会第 載が削除され、改正地震動審査ガ

1 5回会議配布資料 1) イドに「『敷地ごとに震源を特定

（原子力規制庁） して策定する地震動』の策定にお

いて経験式が用いられている場合

には、経験式の適用条件、適用範

図について確認した上で、当該経

験式が適切に選定されていること

を確認する。Jとの記載が新設さ

れたこと等

乙第286号証 令和 3年度原子力規制 写 R3. 4. 21 原子力規制委員会が、設置許可基

委員会第5回会議議 準規員lj0::解釈及び地震動審査ガイ

事録 ド等の一部改正を行ったこと

（原子力規制委員会）

乙第287号証 標準応答スペク、トルの 写 R3. 4. 21 設置許可基準規則の解釈等の一部

規制への取り入れのた 改正により、「震源を特定せず策
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めの実用発電用原子炉 定する地震動」の策定に当たって

及びその附属施設の佼 は、「全国共通に考慮すべき地震

置、構造及び設僚の基 動J及び「地域性を考慮する地震

準に関する規則の解釈 動」の2種類を検討対象とするこ

等の一部改正改正案 と、「全国共通に考慮すべき地震

に対する意見募集の結 動」の策定に当たっては、 20 0 

果及びこれを踏まえた 4年北海道留萌支庁南部地震の鋭

修正並びに今後の対応 測記録から推定した基盤地震動に

--' （令和3年度原子力 加えて、「標準応答スペクトルJ

規制委員会第5閥会 を用いることとされたこと等

議配布資料1)

（原子力規制庁）

乙第288号証 令和3年度原子力規制 写 R3. 6. 16 原子力規制委員会が、本件発電所

委員会第 13回会議 に係る設置許可基準規則の解釈等

議事録 の一部改正（「襟準応答スペクト

（原子力規制委員会） JvJの規制への取り入れ）に伴う

基準地震動の変更の要否に係る審

議の結果、改正後の同解釈を適用

しでも、既許可の際に策定した基

準地震動の変更は不要であると判

断したこと

乙第289号証 原子力発電所の新規制 写 H25. 10. 2 平成25年10月2日に開催され

基準適合性に係る審査 た原子力規制委員会の審査会合

会合第27回議事 ｛第27回）において、参加入が、

録 FO A～F 0-B～熊川｜断層の

（原子力規制委員会） 三連動について連動破壊を完全に

否定することができるかという観

「
h
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点から、実施した海上音波探査及

び追加ボーリング調査等の結果を

説明し、外部の専門家も交えて質

疑応答が行われたこと等

乙第290号証 原子力発電所の新規制 写 H25. II. I 平成25年 11月1日に開催され

基準適合性に係る審査 た原子力規制委員会の審査会合

会合第41回議事 （第41回）において、参加入が、

録 FO-A～F 0-B～熊川断層の

（原子力規制委員会） 三連動について連動破壊を完全に

否定することができるかという観

点から、実施した海上音波探査及

び追加ボーリング調査等の結果を

説明し、外部の専門家も交えて質

疑応答が行われたこと

乙第291号証 大飯発電所基準地震 宝子 H25. 12. 18 参加人が、 F0-A～F 0-B～ 

動の評価について（平 熊川断層による地震の断層モデル

成 25年 12月 18日 を用いた手法による地震動評価に

に開催された原子力規 おける不磯かさケースのうち破壊

制委員会の審査会合（第 伝播速度を引き上げたケースにつ

5 9回）配布資料2一 いて、当初、推本レシピに示され

3) ているGeller(1972) 

（関西電力株式会社） による経験式のみを用いて、破壊

伝播速度をVr 0.72/3 （震

源域のSi皮速度（/3）の0 7 2 

倍）としていたこと

乙第292号証 原子力発電所の新規制 写 H26. 1. 24 原子力規制委員会が、参加入に対

基準適合性に係る審査 し、 FO-A～F O-B～熊川断
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会合第72回議事 層による地震の断層モデルを用い

録 た手法による地震動評価における

（原子力規制委員会） 不確かさケースのうち破壊伝播速

度を引き上げたケースについて、

横ずれ断層であることを考慮する

ことを示唆したこと

乙第293号証 原子力発電所の新規制 写 H26. !. 29 原子力規制委員会が、参加人に対

基準適合性に係る審査 し、 F0-A～F 0-B～熊川断

会合第74回議事 層によるi耐震の断層モデルを用い

録 た手法による地震動評価における

（原子力規制委員会） 不確かさケースのうち破壊伝矯速

度を引き上げたケースについて、

推本レシピに示されているGe 1 

!er (1972）による経験式

に限定せず、最新の知見も踏まえ

て検討するよう求め、横ずれ断層

であることを考慮することを示唆

した結果、参加人が、破壊伝播速

度をVr=O. 87{3とする不確

かさケースを設定するに至ったと

と
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